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〔業務及び財産の状況に関する説明書類〕 

宮城県中小企業共済協同組合 

１．組合の概況及び組織に関する次に掲げる事項 

（１）業務運営の組織 

 
（２）役員の氏名及び役職名 

役職名 氏 名 役職名 氏 名 役 職 名 氏 名 

理 事 長 天 野 忠 正 理 事 大 野  裕 理 事 渡 邉 一 正 

副理事長 今 野 敦 之 理 事 阿 部 健 雄 理 事 男 澤 孝 基 

副理事長 千 葉 三 男 理 事 間 庭  洋 理 事 高 橋 勝 利 

常務理事 菅 原 雄 二 理 事 相 澤 徳 雄 監 事 加 藤 亨 二 

理 事 岩 沼 徳 衛 理 事 加 藤 慶 教 監 事 阿 部 幸 悦 

理 事 佐 藤  浩 理 事 菅 原 喜 一 監 事 小 野 宏 明 

理 事 高 橋 武 徳 理 事 大 崎 勝 治   

理 事 春 日 敏 春 理 事 武 藤 利 孝   

 

（３）事務所の名称及び所在地 

 

名 称  宮城県中小企業共済協同組合 

所在地  宮城県仙台市青葉区上杉一丁目１4番２号 

 

２．組合の主要な業務の内容 

（１） 中小企業共済事業 

(イ) 自動車事故費用共済 

補 償 の 内 容 契約車両が自動車事故に遭い、自車側に死亡・後遺障害等けが人が生じた

り、相手側に同様の被害（自車側に過失がある場合）が生じた場合に発生す

る様々な費用をカバーします。 

対物担保特約 他人の財物を破損・汚損・滅失させ場合に適用します。（最大３万円） 

車両事故共済

金特約 

自損事故や盗難などにより、損害が生じた場合に適用します。（最大３万

円） 

(ロ) 生命傷害共済 

補 償 の 内 容 傷害共済は業務上や日常生活において、不慮の事故による死亡、後遺障害お

よび入・通院・往診に対して適用します。生命共済は、病気による死亡の場

合に適用します。 

(ハ) 休業補償共済 

補 償 の 内 容 企業が火災事故や爆発事故等に遭い、休業したために損失が生じた場合に適

用します。（１日最大５万円、９０日限度） 

(ニ) 所得補償共済 

補 償 の 内 容 業務上業務外を問わず、共済期間中に傷害または疾病によって入院したり、

自宅療養のため、８日間（免責期間７日）以上継続して、現在の仕事に全く

従事できなくなったときに適用します。（最大１２ヶ月） 

(ホ) 中小企業者総合賠償責任共済 

補 償 の 内 容 施設等の管理、製品・商品の製造・販売、請負業務遂行中の事故等に起因す

総 代 会 

監 事 会 

理 事 会 代 表 理 事 

事 務 局 長 

審 査 委 員 会 

常 務 理 事 

副 理 事 長 

事

務

局 
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る賠償責任が生じた場合に適用します。 

オ プ シ ョ ン 

補償 

○賃借施設の貸主に対する賠償責任 

○食中毒・伝染病の発生に伴う休業補償 

○個人賠償責任 

○預かった物の預け主に対する賠償責任 

 

（２）全国中小企業共済協同組合連合会の受託事業 

(イ) 労働災害補償共済制度 

補 償 の 内 容 政府労災保険の上乗せ補償として、簡単かつ効率的に就業中や通勤途上の事

故・ケガを補償する制度です。 

(ロ) 医療総合保障共済制度 

保 障 の 内 容 傷害・疾病による入院・手術に、がんによる入・通院、がん診断、手術、退

院後療養等をセットした手厚い保障等の共済制度です。 

(ハ) 傷害総合保障共済制度 

保 障 の 内 容 毎月一定の掛金で、日常生活での思いがけない傷害事故や疾病・介護見舞金

等経済的負担をワイドに保障する制度です。 

（３）東北自動車共済協同組合の受託事業 

保 障 の 内 容 自動車共済事業で対人・対物賠償責任共済、搭乗者傷害共済、車両共済に各

種自動付帯特約や任意付帯特約、各種割引制度、無料緊急電話サポートサー

ビスの提供、東北６県はもちろん、日本全国で網羅する事故処理ネットワー

クで万が一の場合でも安心してご利用いただける制度です。 

 

３．組合の主要な業務に関する次に掲げる事項 

（１）直近の事業年度における事業の概況 

区 分 平成 22 年度末 区 分 平成 22 年度末 

組 合 員 数 2,570 人 事 業 比 率 82.19％ 

出 資 総 額 7,666,500 円 支 払 共 済 金 3,076,016 円 

代 理 所 数 68 代理所 損 害 率 39.10％ 

契 約 件 数 7,043 件 支 払 再 共 済 料 4,215,985 円 

収入共済掛金額 7,867,833 円 収 入 再 共 済 金 2,484,301 円 

受託業務手数料 47,672,017 円 当期純利益金額 4,771,710 円 

事 業 費 45,647,686 円   

 

（２）直近の５事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 

 

(イ) 事業収益、賦課金等収入及び事業外収益の合計額（特定共済組合等にあっては、経常収

益） 

(ロ) 経常利益金額又は経常損失金額 

(ハ) 当期純利益金額又は当期純損失金額 

(ニ) 出資金 

(ホ) 出資口数 

(ヘ) 純資産額 

(ト) 総資産額 

(チ) 責任準備金残高 

(リ) 貸付金残高 

(ヌ) 有価証券残高 

(ル) 法第 59条第二項の区分ごとの剰余金の配当の金額 

(ヲ) 職員数 

(ワ) 保有契約高又は正味収入共済掛金の額 

(カ) 組合員以外の者の共済事業の利用の割合 
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（金額単位：千円） 

科 目 平成 22 年度 平成 21 年度 平成 20 年度 平成 19 年度  

収 益 総 額 63,500 61,012 66,280 70,119  

経常利益金額 

(経常損失金額) 

 

2,878 

 

5,772 

 

3,690 

 

6,963 

 

純 利 益 金 額 

(純損失金額) 

 

2,628 

 

4,772 

 

3,390 

 

5,363 

 

出 資 金 額 7,666 5,470 3,109 3,061  

出 資 口 数 15,333 口 10,939 口 6,218 口 6,122 口  

純 資 産 額 45,584 43,200 38,773 35,336  

総 資 産 額 59,659 56,376 49,540 48,728  

責任準備金残高 7,881 7,970 7,242 8,111  

貸 付 金 残 高 0 0 0 0  

有価証券残高 30,094 20,080 20,064 24,910  

利用分量配当金額 2,360 2,440 2,706 0  

職員数(火災共済兼務) 12 名 13 名 13 名 14 名  

正味収入共済掛金 3,652 3,775 3,993 3,645  

員 外 利 用 率 13.6％ 13.0％ 12.0％ 15.3％  

 

４．責任準備金の残高として別表第二の上欄に掲げる契約年度の別に応じ同表中欄及び下欄に掲げ

る責任準備金残高及び予定利率 

契 約 年 度 責任準備金残高 予 定 利 率 

平成 22 年度 7,881 千円 0.400 

平成 21 年度 7,970 千円 0.405 

平成 20 年度 7,242 千円 0.405 

 

５．組合の業務の運営に関する次に掲げる事項 

（１）リスク管理の体制 

  事務局体制図 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  業務運営に関するリスク管理については、日常・月次・年次の業務取扱の中で内部チェック

機能を充実させ、リスク発生の未然防止に努めます。 

リスク管理 

最高責任者 

代表理事 

リスク管理 

事務局責任者 

常務理事 

総務リスク管理 

責任者 

事務局長 

業務リスク管理 

責任者 

業務部長 

管理課管理 

責任者 

管理課長 

経理課管理 

責任者 

経理課長 

三陸地区 

代理所 

業務二課管理 

責任者 

業務二課長 

仙台地区 

代理所 
仙北地区 

代理所 

大崎地区 

代理所 

仙南地区 

代理所 

宮黒地区 

代理所 

業務一課管理 

責任者 

業務一課長 

仙台地区 

代理所 
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代理所業務管理については、巡回指導により、共済掛金等現金管理、契約申込書等の書類管

理についてチェックを徹底します。 

（２）法令遵守の体制 

社会的責任や公共的使命を常に認識し、確固たる倫理観と誠実さに基づいた公正な行動をと

るため、コンプライアンス・マニュアルを定め、法令遵守の意義をよく理解し、事業活動の

みならず社会活動においてもコンプライアンスに適した行動をとる指針とします。 

（３）組合員以外の者の共済事業の利用の管理の体制 

 

  定款規定に従った組合員の加入、契約の獲得を推進し、員外利用比率の管理を徹底するよう

に努力します。 

 

６．組合の直近二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 

（１）貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面 

 
貸借対照表 平成 23 年 3月 31 日 

単位:千円 

 貸借対照表 平成 22 年 3月 31 日 

単位：千円 

資 産 の 部 金 額 負 債 の 部 金 額  資 産 の 部 金 額 負 債 の 部 金 額 

現金及び預貯金 20,847 共済契約準備金 10,226  現金及び預貯金 27,882 共済契約準備金 8,018 

有 価 証 券 30,094 代 理 所 借 等 3,598  有 価 証 券 20,080 代 理 所 借 等 4,158 

代 理 所 貸 等 6,113 未 払 法 人 税 等 250  代 理 所 貸 等 5,638 未 払 法 人 税 等 1,000 

関係団体出資金 2,500 退職給与引当金 0  関係団体出資金 2,400 退職給与引当金 0 

不動産及び動産 104    不動産及び動産 376   

  負債合計 14,074    負債合計 13,176 

  純 資 産 の 部 金 額    純 資 産 の 部 金 額 

  出 資 金 7,666    出 資 金 5,470 

  利 益 準 備 金 10,000    利 益 準 備 金 9,000 

  特 別 積 立 金 24,850    特 別 積 立 金 23,850 

  退職手当積立金 0    退職手当積立金 0 

  当期未処理損失金 3,068    当期未処分剰余金 4,880 

  純資産合計 45,584    純資産合計 43,200 

資 産 合 計 59,658 負債及び純資産合計 59,658  資 産 合 計 56,376 負債及び純資産合計 56,376 

 
損益計算書  損益計算書 

自 平成 22 年 4月 1 日 

至 平成 23 年 3月 31 日 

単位:千円 

 自 平成 21 年 4月 1 日 

至 平成 22 年 3月 31 日 

単位:千円 

事業損失の部 金 額 事業利益の部 金 額  事業損失の部 金 額 事業利益の部 金 額 

共 済 金 3,076 共 済 掛 金 7,868  共 済 金 840 共 済 掛 金 8,135 

解約返戻金等 243 再 共 済 収 入 3,505  解約返戻金等 31 再 共 済 収 入 1,818 

再 共 済 料 4,215 受託業務手数料 47,672  再 共 済 料 4,345 受託業務手数料 47,002 

事 業 費 45,647 支払準備金戻入 48  事 業 費 44,516 支払準備金戻入 83 

諸 税 負 担 金 979 責任準備金戻入 3,769  諸 税 負 担 金 970 責任準備金戻入 3,390 

減 価 償 却 費 272    減 価 償 却 費 294   

支払準備金繰入 2,345    支払準備金繰入 48   

責任準備金繰入 3,681    責任準備金繰入 4,118   

         

事業損失合計 60,458 事業利益合計 62,862  事業損失合計 55,162 事業利益合計 60,428 

事業利益金額 2,404 事業損失金額 0  事業利益金額 5,266 事業損失金額 0 

事業外損失の部  事業外利益の部   事業外損失の部  事業外利益の部  

支 払 利 息 0 利息及び配当金収入 213  支 払 利 息 0 利息及び配当金収入 212 

有価証券償還損 0 有価証券償還益 21  有価証券償還損 0 有価証券償還益 40 

雑 支 出 164 雑 収 入 404  雑 支 出 78 雑 収 入 332 

事業外損失合計 164 事業外利益合計 638  事業外損失合計 78 事業外利益合計 584 

経常利益金額 2,878 経常損失金額   経常利益金額 5,772 経常損失金額  

特別損失合計 0 特別利益合計 0  特別損失合計 0 特別利益合計 0 

税 等 250    税 等 1,000   

当期純利益金額 2,628 当期純損失金額    0  当期純利益金額 4,772 当期純損失金額    0 
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平成 22 度剰余金処分に関する書面  平成 21 年度剰余金処分に関する書面 

剰 余 金 処 分 額  剰 余 金 処 分 額 
自 平成 22 4 月 1 日 

至 平成 23 3 月 31 日 
 自 平成 21 年 4 月 1 日 

至 平成 22 年 3 月 31 日 
 千円 千円   千円 千円 
Ⅰ 当期未処分剰余金  3,067  Ⅰ 当期未処分剰余金  4,880 

 １ 当期純利益金額 2,628    １ 当期純利益金額 4,772  

 ２ 前期繰越剰余金 439    ２ 前期繰越剰余金 108  

Ⅱ 剰 余 金 処 分 額  3,010  Ⅱ 剰 余 金 処 分 額  4,440 

 １ 利 益 準 備 金 650    １ 利 益 準 備 金 1,000  

 ２ 利用分量配当金 

 ３ 特 別 積 立 金 

2,360 

0 

 

 

  ２ 利用分量配当金 

 ３ 特 別 積 立 金 

2,440 

1,000 

 

 

Ⅲ 次期繰越剰余金  57  Ⅲ 次期繰越剰余金  440 

 

（２）貸付金のうち次に掲げるものの額及びその合計額 

(イ) 破綻先債権（元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由によ

り元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸

付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、この号において「未収利息不計上貸付金」と

いう。）のうち、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）第 96 条第一項第三号イからホ

までに掲げる事由又は同項第四号に規定する事由が生じているものをいう。）に該当する貸

付金 

  該当ありません 

(ロ) 延滞債権（未収利息不計上貸付金であって、(イ)に掲げるもの及び債権者の経営再建又

は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの以外のものをいう。）に該当する

貸付金 

  該当ありません 

(ハ) 三月以上延滞債権（元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している

貸付金（(イ)及び(ロ)に掲げるものを除く。）をいう。）に該当する貸付金 

  該当ありません 

(ニ) 貸付条件緩和債権（債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免利

息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸

付金 

  該当ありません 

（３）債権（貸借対照表の貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金の各勘定に計上されるもの

に限る。）について、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次に掲げるものに区分する

ことにより、得られる各々に関し貸借対照表に計上された金額 

(イ) 破産更正債権及びこれらに準ずる債権（破産、会社更正、再生手続等の事由により経営

破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をゆう。） 

  該当ありません 

(ロ) 危険債権（債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化

し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取ができない可能性の高い債権をいう。） 

  該当ありません 

(ハ) 要管理債券（三月以上延滞貸付金（元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から三月

以上遅延をしている貸付金（(イ)及び(ロ)に掲げる債権を除く。）をいう。）及び条件緩和

貸付金（債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶

予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金（(イ)及び(ロ)に掲げる
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債権並びに三月以上延滞貸付金を除く。）をいう。） 

  該当ありません 

(ニ) 正常債権（債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(イ)から(ハ)

までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。） 

  該当ありません 

（４）特定共済組合にあっては、共済金等の支払能力の充実の状況（法第 58 条の四各号に掲げる額

に係る細目を含む。） 

  該当ありません 

（５）次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益 

(イ) 有価証券 

銘  柄 債権額又は株数(千円･株) 
年 利 率 又 は 

年 配 当 率 ( ％ ) 
取得価額(千円) 

割 引 商 工 債 権 10,000 0.08 9,994 

利 付 商 工 債 権 10,000 1.35 10,000 

〃 10,000 0.65 10,000 

社 債 計 30,000 ― 29,994 

株 式 1,000 ― 100 

株 式 計 1,000  100 

合  計 ― ― 30,094 

 (ロ) 金銭の信託 

  該当ありません 

（６）貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 

  該当ありません 

（７）貸付金償却の額 

  該当ありません 
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